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大阪市と水道技術協力に関する連携協定を締結しました 
 

 奈良県広域水道企業団は、水道事業に係る技術的業務の相互連携を強化し、水道事業の

効率的かつ安定的な運営に資するため、大阪市と「奈良県広域水道企業団・大阪市におけ

る水道技術協力に関する連携協定」を令和８年１月30日(金曜日)に締結しました。 

 引き続き、こうした水道事業体間の連携を一層強化し、水道事業の基盤強化に努めてま

いります。 

 

協定の概要 

１．名称 

奈良県広域水道企業団・大阪市における水道技術協力に関する連携協定 

 

２．協定締結日 

令和８年１月３０日（金曜日） 

 

３．締結先 

大阪市 代表者 大阪市水道事業管理者  坂本 篤則（さかもと あつのり） 

 

４．連携協定の目的 

水道事業に係る技術的業務の連携を強化し、相互補完により相乗効果を発揮させる

ことで、水道事業を将来にわたって、より効率的かつ安定的に運営することを目的と

します。 

 

５．連携協定書 

（別紙）連携協定書 

 

※同時資料提供：大阪市政記者クラブ 

令和８年１月30日 
奈良県広域水道企業団 
事業部技術・危機管理課 
担当 吉川、岸田 
TEL 0744-32-1268 (直通) 


